
 

用語の説明 

 

（※1） 育児・介護休業制度 

育児や介護を行う労働者が円滑に仕事と両立できるよう配慮し、働き続けられるよう 

支援する制度。 

 

（※2） LGBTQ＋ 

レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル（Bisexual）、トランスジェン

ダー（Transgender）、クエスチョニング（Questioning）の頭文字。さらに「＋」を加

えて、より多様な性があることを表現。 

 

L レズビアン（Lesbian） 同性に惹かれる女性 

G ゲイ（Gay） 同性に惹かれる男性 

B バイセクシュアル（Bisexual） 両性に惹かれる人 

T トランスジェンダー（Transgender） 出生時に判断された性別とジェンダーア

イデンティティ（自己の属する性別につ

いての認識に関するその同一性の有無ま

たは程度に係る意識）が一致しない人 

Ｑ クエスチョニング（Questioning） 性のあり方が定まっていない人または定

めていない人 

 

（※3） DV被害者支援サポーター 

DV 被害者を支えるために、DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する正しい知識

を学び、地域社会で被害者の生活自立を支援する人々。 

 

（※4） ワーク・ライフ・バランス 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につい

て、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

 

 


